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コンパクトなまちづくり(立地適正化計画)に関する

説明会の開催について

市では、急激な人口減少とさらなる高齢化が見込まれる中においても、一定の人

口密度を保ち、利便性を維持しつつ未来に向かつて持続的に成長する成熟した都市

の実現に向けて、「光市立地適正化計画」の作成に取り組んでいます。

このたび、計画の検討にあたって市民の皆さんにご意見等をいただくため、下記

のとおり説明会を開催します。

(災害のため延期しておりました説明会を、下記の日程で改めて開催しようとす

るものです。)

1 

記

日時及び会場

l 固臨 1 会窃 ~ 
9月1日(土)18跨 00分 ~ 大和コミュニティセンター大ホール

9月 2日(日)13時00分 ~ 光市役所大会議室1・2号

※お住まいの地域に関わらず、どの会場でち参加できます。
※ 2会場とも同じ内容です。
※事前申込は不要です。

2 内容

・立地適正化計画制度について

・都市づくりの基本的な方向性(素案)などについて

3 その他

( 1 )立地適正化計画とは

都市再生特別措置法第 81条第 1項の規定による「住宅及び都市機能増進

施設の立地の適正化を図るための計画j です。
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